
熊本市多核連携都市推進協議会運営要綱 

 

                           制定 平成２７年 ３月３０日市長決裁 

                           改正 平成２７年 ６月３０日市長決裁 

                              平成２８年 ３月２９日都市政策課長決裁 

                              平成２９年 ３月３１日都市政策課長決裁 

                              平成３１年 ３月２７日都市政策課長決裁 

                              令和 ２年 ７月 ２日市長決裁 

令和 ３年 １月２６日市長決裁      

令和 ３年 ４月２２日都市政策課長決裁 

令和 ４年 ５月２５日都市政策課長決裁 

令和 ６年 ５月１３日市長決裁 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、熊本市附属機関設置条例（平成１９年条例第２号）第３条の規定に基づき、熊本市多核連

携都市推進協議会（以下「協議会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項を協議するもの。 

(1) 人口減少・超高齢化社会に対応した都市空間の形成に関する事項 

(2) 拠点となる地域への都市機能集積に関する事項 

(3) 公共交通の利便性の高い地域への居住促進に関する事項 

(4) 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条の２に規定する都市マスタープランに関する事項 

(5) 都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）に規定する立地適正化計画等及びその実施に関する事項 

(6) その他協議会において必要と認める事項 

２ 協議会は、都市再生特別措置法第１１７条の規定に基づく市町村都市再生協議会を兼ねるものとする。 

 （組織） 

第３条 協議会は、委員若干名で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうち、市長が委嘱する。 

 (1) 学識経験者 

 (2) 多核連携都市の実現に際し密接な関係を有する者で、市長が必要と認めるもの 

 (3) 本市に居住又は通勤通学する者で、公募のうえ選任されたもの 

 (4) 関係行政機関の職員 

 （任期） 

第４条 委員の任期は３年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任

者の残任期間とする。 

 （会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長を置き、第３条第２項第１号に規定する学識経験者の委員のうち、委員の互選によりこれ

を定める。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 協議会に副会長を置き、委員のうち、会長が指名する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。 

３ 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

４ 会長は、協議のために必要があると認めるときは、協議会の委員以外の者に対し、協議会の会議への出席を

求め、意見を聴くことができる。 

 （書面協議） 

第７条 会長は、緊急の必要性があり協議会の会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由がある場合

は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、協議会の会議に代えることができる。 



２ 前条第３項の規定は、前項の場合について準用する。 

（会議の公開） 

第８条 会議は、公開とする。ただし、熊本市情報公開条例（平成１０年条例第３３号）第７条に掲げる情報に

該当する情報について協議等を行うとき、又は委員の発議により出席委員の３分の２以上の多数で公開が不適

当と議決されたときは、これを公開しないことができる。 

２ 会議の傍聴の手続、傍聴人の遵守事項その他の傍聴について必要な事項は、別に定める。 

 （庁内会議） 

第９条 協議会を円滑に運営するために庁内会議を置くことができる。 

２ 庁内会議は、第２条第１項各号に掲げる事項その他協議会の円滑な運営のため必要な事項について検討する。 

３ 庁内会議の委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。 

４ 庁内会議の議長は、都市建設局長をもって充てる。 

５ 庁内会議は、必要に応じて庁内会議の議長が招集する。 

６ 庁内会議の議長は、協議のために必要があると認めるときは、庁内会議の委員以外の者に対し、庁内会議へ

の出席を求め、意見を聴くことができる。 

（専門部会） 

第１０条 会長は、必要と認めるとき、専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会は、第２条第１項各号に掲げる事項について詳細な検討を行い、協議会へ報告する。 

３ 専門部会の委員は、協議会の委員のうち、第３条第２項第１号に規定する学識経験者をもって充てる。 

４ 専門部会の部会長は、専門部会の委員の互選によりこれを定める。 

５ 専門部会は、必要に応じて専門部会の部会長が招集する。 

６ 専門部会の部会長は、協議のために必要があると認めるときは、専門部会の委員以外の者に対し、専門部会

への出席を求め、意見を聞くことができる。 

 （庶務） 

第１１条 協議会に関する庶務は、都市政策課において行う。 

 （その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営等について必要な事項は、会長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年６月３０日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年７月２日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年１月２６日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月２２日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和４年５月２５日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和６年５月１３日から施行する。 

 

 

 



別表（第９条関係） 

 庁内会議を構成する委員 

１ 都市建設局長 

２ 政策局総合政策部長 

３ 政策局危機管理防災部長 

４ 総務局行政管理部長 

５ 財政局財務部長 

６ 文化市民局市民生活部長 

７ 健康福祉局健康福祉部長 

８ こども局こども育成部長 

９ 環境局環境推進部長 

１０ 経済観光局産業部長 

１１ 農水局農政部長 

１２ 都市建設局都市政策部長 

１３ 都市建設局交通政策部長 

１４ 都市建設局住宅部長 

１５ 都市建設局公共建築部長 

１６ 都市建設局土木部長 

１７ 都市建設局森の都推進部長 

１８ 中央区役所区民部長 

１９ 東区役所区民部長 

２０ 西区役所区民部長 

２１ 南区役所区民部長 

２２ 北区役所区民部長 

２３ 消防局総務部長 

２４ 交通局次長 

２５ 上下水道局総務部長 

２６ 教育委員会事務局教育総務部長 

２７ 農業委員会事務局長 

  


